
○長浜市産材利用促進事業補助金交付要綱 

平成26年11月１日告示第300号 

改正 

令和元年７月１日告示第232号 

令和２年４月１日告示第137号 

令和５年４月１日告示第160号 

長浜市産材利用促進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、長浜市産材の活用を推進することにより、本市の森林資源の活用を図るとと

もに、森林の有する多面的機能を高度に発揮させることを目的として、長浜市産材を使用した住

宅等の新築、改築及び増築（以下「新築等」という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付す

ることについて、長浜市補助金等交付規則（平成18年長浜市規則第36号）及び長浜市市税の滞納

者に対する補助金交付等の制限に関する規則（平成26年長浜市規則第17号）に規定するもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 長浜市産材 びわこ材証明制度等により、市内で伐採されたことが証明された原木及びそ

の原木を使用した製材品をいう。 

(２) 住宅等 住宅、店舗その他の建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号

の建築物をいう。以下同じ。）のうち、公用又は公共の用に供するものを除くものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 事業の完了時点において本市に住所を有する個人又は本市に主たる事務所の所在地を有す

る法人で、次のいずれかの住宅等について新築等を行うもの 

ア 自ら居住するための住宅 

イ 従業員の数が20人以下（商業又はサービス業を主たる事業として営む者については５人以

下）の事業者の住宅等（住宅を除く。） 

(２) 自らの所有に属さない土地において補助対象事業を実施する場合にあっては、当該土地に

係る所有者の承諾を得ている者 

(３) この要綱による補助金の交付申請時において、納期限が到来している市税及び国民健康保

険料（税）について未納がない者 

(４) 補助対象事業により設置された効果に関する普及啓発に協力できる者 

(５) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に

規定する暴力団員でない者 

（補助対象事業等） 

第４条 補助対象事業、補助対象経費、補助率及び限度額は、次のとおりとする。 

補助対象事業 補助対象経費 補助率及び限度額 備考 

長浜市産材（スギ、ヒノキ

等の木材）を５立方メート

建築工事費のう

ち木工事、内装

長浜市産材１立方メ

ートル当たり２万

補助金の交付は、

同一会計年度にお



ル以上使用した新築等で、

長浜市産材を当該補助金の

交付決定に係る年度内に建

築物に組み込むことができ

るもの。ただし、他の補助

金等が補助対象とする長浜

市産材を除く。 

工事及び外装工

事に要する経費 

円。ただし、会計年

度にかかわらず、１

人につき、かつ、一

の住宅等につき30万

円を限度とする。 

いて、１人につき

１回限りで、か

つ、一の住宅等に

つき１回限りとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、建築基準法その他の法令に違反する住宅等及び公共工事の施工に伴

う補償の対象となる住宅等は、補助金の対象としない。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の着手前に、長浜市産材利用促進事業補助金交

付申請書（様式第１号）に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 建築基準法第６条第１項の規定により発行された建築確認済証の写し又は建築確認申請が

必要でない住宅等にあっては、同法第15条第１項の規定による建築物を建築しようとする旨の

届出の写し 

(２) 前号の申請又は届出に使用した図面（配置図及び木材の位置を明示した各階の平面図）の

写し 

(３) 建築請負契約書の写し 

(４) 長浜市産材使用内訳書（様式第２号） 

（使用状況確認） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、市産材を住宅等に組み込んだ時点で、次に掲げる事

項について市長から確認を受けるものとする。 

(１) 長浜市産材が組み込まれている状況 

(２) 前号の使用木材が長浜市産材であることを証明する書類（びわこ材証明書、納品伝票等） 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の確認をした結果、補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付

の決定をするものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者は、建築現場に長浜市産材使用の表示板（様式第３号）を

設置するものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成26年11月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月１日告示第232号） 

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日告示第137号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日告示第160号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

 



 



様式第２号（第５条関係） 

 



様式第３号（第８条関係） 

 


